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電気通信事業法第 34条第２項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け出ます。 

 

実施期日 令和 8年 3月 1日 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第１条～第５条 （略） 

 

 

（準用の除外） 

第６条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第４条（直収パケット接続事業者の料金及

び技術的条件等）、第６条（標準的な接続箇所）表中（１）中継交換機の伝送装置及び（３）

文字メッセージ通信用信号変換装置の伝送装置、第５５条（ローミングに係る譲渡の承

認）、第６５条（従量制の網使用料の支払義務）、第６８条（手続費の支払義務）第１項

第１号及び第２号、第６８条の２（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）、第６８条

の２の３（電話リレーサービス料の支払義務）、第６９条（従量制の網使用料の計算方法）、

第７０条（通信時間の測定等）、第７５条（接続料金の遡及適用）第 1項、第８０条（債

権譲受）、第８１条（債権譲渡）、第９０条（ローミングに係る特例）、第９６条（個別

契約事業者に対する契約者情報の提供）、料金表通則（料金等の臨時減免）、料金表第１

表接続料金第１網使用料２料金額における２－１端末接続機能、２－２ＭＮＰ転送機能、

２－６文字メッセージ通信接続機能（携帯電話）、２－６の２文字メッセージ通信接続機

能（衛星直接通信）、料金表第２表工事費２工事費の額２－１工事費表中（１）トランス

レータ変更工事費、料金表第３表手続費表中（１）料金回収手続費、（２）債権譲受手続

費及び（３）お客様情報照会書作成手続費は、この約款に準用しません。 

２ 前項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表１接続により提供する機能１－

１基本接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、直収パケット接続回線管

理機能以外は、この約款に準用しません。また、別表１接続により提供する機能１－２個

別占有的接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（携帯電話・ＢＷＡ電波

連携分）、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続装置機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ

ＧＴＰ接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥＧＴＰ接続利用機能（ＬＰ

ＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方式）ＧＴＰ接続利用機能（携帯電

話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しません。 

３ 前２項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表２接続形態２―１接続形態表

については、項番Ａ１９－１以外及び２－２ＩＰ音声接続に係る接続形態表は、この約款

に準用しません。 

 

（準用の一部除外） 

第７条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第６４条（料金等）、第７１条（料金等の

支払い）における電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に係る規定は、

この約款に準用しません。 

 

 

 

第１条～第５条 （略） 

 

 

（準用の除外） 

第６条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第４条（直収パケット接続事業者の料金及び

技術的条件等）、第６条（標準的な接続箇所）表中（１）中継交換機の伝送装置及び（３）

文字メッセージ通信用信号変換装置の伝送装置、第５５条（ローミングに係る譲渡の承認）、

第６５条（従量制の網使用料の支払義務）、第６８条（手続費の支払義務）第１項第１号

及び第２号、第６８条の２（ユニバーサルサービス料の支払義務）、第６８条の２の２（電

話リレーサービス料の支払義務）、第６９条（従量制の網使用料の計算方法）、第７０条

（通信時間の測定等）、第７５条（接続料金の遡及適用）第 1項、第８０条（債権譲受）、

第８１条（債権譲渡）、第９０条（ローミングに係る特例）、第９６条（個別契約事業者

に対する契約者情報の提供）、料金表通則（料金等の臨時減免）、料金表第１表接続料金

第１網使用料２料金額における２－１端末接続機能、２－２ＭＮＰ転送機能、２－６文字

メッセージ通信接続機能、料金表第２表工事費２工事費の額２－１工事費表中（１）トラ

ンスレータ変更工事費、料金表第３表手続費表中（１）料金回収手続費、（２）債権譲受

手続費及び（３）お客様情報照会書作成手続費は、この約款に準用しません。 

 

２ 前項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表１接続により提供する機能１－

１基本接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、直収パケット接続回線管

理機能以外は、この約款に準用しません。また、別表１接続により提供する機能１－２個

別占有的接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（携帯電話・ＢＷＡ電波

連携分）、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続装置機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ

ＧＴＰ接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥＧＴＰ接続利用機能（ＬＰ

ＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方式）ＧＴＰ接続利用機能（携帯電

話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しません。 

３ 前２項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表２接続形態２接続形態表につ

いては、項番Ａ１９－１以外は、この約款に準用しません。 

 

 

（準用の一部除外） 

第７条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第６４条（料金等）、第７１条（料金等の支

払い）におけるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料に係る規定は、この約

款に準用しません。 
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附則（令和８年２月 20日 25-UQ渉-006号） 

この約款は 令和８年３月１日から実施します。 

 

 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

（料金等） 

第 64 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続料は、料金及び

工事又は手続きに関する費用とします。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する料金は、料金表第１表（接

続料金）に規定する接続料金とし、これを網使用料及び網改造料に分類します。 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続において必要となる

工事又は手続きに関する費用は、料金表第２表（工事費）又は第３表（手続費）に

規定する工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社は電話ユニバーサルサービス料、

ブロードバンドユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ａｕＩＣカード

の貸与に係る費用及びｅＳＩＭサービスの利用に係る費用を設定します。 

 

（略） 

 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第65条の２ 当社の第２種指定電気通信設備若しくは当社の第２種指定電気通信

設備及び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通信設備との接続において定額制の

網使用料の支払いを要する電気通信事業者は、第57条（接続形態）に規定する接続

形態ごとに、別表２第４表（網使用料支払事業者）及び備考欄に規定するところに

よります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、第69条の２（定額

制の網使用料、電話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービ

ス料及び電話リレーサービス料の計算方法）の規定に基づいて算定した定額制の網

使用料を支払うことを要します。 

 

（略） 

 

第３節の２ 電話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス

料及び電話リレーサービス料の支払義務 

 

（電話ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 68 条の２ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第１項

の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接続回

線管理機能、００ＸＹ自動接続回線管理機能又は直収パケット接続サービス制御装

置連携機能の支払いを要する場合には、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者に

（料金等） 

第 64 条 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続料は、料金及び

工事又は手続きに関する費用とします。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する料金は、料金表第１表（接

続料金）に規定する接続料金とし、これを網使用料及び網改造料に分類します。 

３ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が設定する接続において必要となる

工事又は手続きに関する費用は、料金表第２表（工事費）又は第３表（手続費）に

規定する工事費又は手続費とします。 

４ 前３項に規定する料金及び費用のほか、当社はユニバーサルサービス料、電話

リレーサービス料、ａｕＩＣカードの貸与に係る費用及びｅＳＩＭサービスの利用

に係る費用を設定します。 

 

（略） 

 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第65条の２ 当社の第２種指定電気通信設備若しくは当社の第２種指定電気通信

設備及び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通信設備との接続において定額制の

網使用料の支払いを要する電気通信事業者は、第57条（接続形態）に規定する接続

形態ごとに、別表２第４表（網使用料支払事業者）及び備考欄に規定するところに

よります。 

２ 前項の規定により支払いを要することとなる協定事業者は、第69条の２（定額

制の網使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の計算方法）の

規定に基づいて算定した定額制の網使用料を支払うことを要します。 

 

 

（略） 

 

第３節の２ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務 

 

 

（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 68 条の２ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第１項

の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接続回

線管理機能、００ＸＹ自動接続回線管理機能又は直収パケット接続サービス制御装

置連携機能の支払いを要する場合には、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者に
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対して電話ユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、特定携帯電話サ

ービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話ユニバーサルサービス料の

適用除外に該当するときは、その支払いを要しません。なお、直収パケット接続サ

ービス制御装置連携機能を利用する場合であって、協定事業者（ＭＶＮＯサービス

を提供する者に限ります。）自らが電気通信番号を取得する場合については、この

限りではありません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要する電話ユニバーサルサービス

料の料金額は、特定携帯電話サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電

話ユニバーサルサービス料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けてい

る場合、第２項に定める電話ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

 

（ブロードバンドユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 68 条の２の２ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第

１項の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接

続回線管理機能、００ＸＹ自動接続回線管理機能又は直収パケット接続サービス制

御装置連携機能の支払いを要する場合には、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業

者に対してブロードバンドユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、

００ＸＹ自動接続回線管理機能の支払いを要する場合でも直収パケット接続機能

の提供を受けていないとき又は特定携帯電話サービス契約約款若しくはＬＰＷＡ

契約約款に規定するブロードバンドユニバーサルサービス料の適用除外に該当す

るときは、その支払いを要しません。また、提供する役務が事業法施行規則第 40

条の７の２に定める高速度データ伝送電気通信役務に該当する場合は、当該役務に

ついては支払いを要しません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要するブロードバンドユニバーサ

ルサービス料の料金額は、特定携帯電話サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に

規定するブロードバンドユニバーサルサービス料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けてい

る場合、第２項に定めるブロードバンドユニバーサルサービス料の支払いを要しま

す。 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 

第 68 条の２の３ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第

１項の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接

続回線管理機能、００ＸＹ自動接続回線管理機能又は直収パケット接続サービス制

御装置連携機能の支払いを要する場合には、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業

者に対して電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、特定携帯電話サー

ビス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレーサービス料の適用除外

対してユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、特定携帯電話サービ

ス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定するユニバーサルサービス料の適用除外

に該当するときは、その支払いを要しません。 

 なお、直収パケット接続サービス制御装置連携機能を利用する場合であって、協

定事業者（ＭＶＮＯサービスを提供する者に限ります。）自らが電気通信番号を取

得する場合については、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要するユニバーサルサービス料の

料金額は、特定携帯電話サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定するユニバ

ーサルサービス料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けてい

る場合、第２項に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 

第 68 条の２の２ 協定事業者は、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第

１項の規定に基づき別表１（接続により提供する機能）に規定する直収パケット接

続回線管理機能、００ＸＹ自動接続回線管理機能又は直収パケット接続サービス制

御装置連携機能の支払いを要する場合には、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業

者に対して電話リレーサービス料の支払いを要します。ただし、特定携帯電話サー

ビス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレーサービス料の適用除外
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に該当するときは、その支払いを要しません。 

 なお、直収パケット接続サービス制御装置連携機能を利用する場合であって、協

定事業者（ＭＶＮＯサービスを提供する者に限ります。）自らが電気通信番号を取

得する場合については、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要する電話リレーサービス料の料

金額は、特定携帯電話サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレ

ーサービス料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けてい

る場合、第２項に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。 

 

（略） 

 

（定額制の網使用料、電話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサル

サービス料及び電話リレーサービス料の計算方法） 

第 69 条の２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、定額制の網使用料、電

話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料及び電話リレ

ーサービス料は暦月に従って計算します。 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、別表１（接続により提供する機能）

に規定するＬＴＥ直収パケット接続機能、ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷ

Ａ）、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ直収

パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、又は５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）に係る定額制の網使

用料について、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第３項及び第４項の

規定に該当するときには、定額制の網使用料について、その利用した暦日数に応じ

て日割りを行います。この場合において、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払

義務）第４項に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24

時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 

 

（略） 

 

（料金等の支払い） 

第 71 条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、預託金、

延滞利息、電話ユニバーサルサービス料、ブロードバンドユニバーサルサービス料、

電話リレーサービス料、ａｕＩＣカードの貸与に係る費用、ｅＳＩＭサービスの利

用に係る費用、業務支援システムの利用に係る費用又は業務支援端末の貸与に係る

費用をいいます。以下同じとします｡）について、当社若しくは当社及び特定ＢＷ

Ａ事業者が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うことを要

します。 

に該当するときは、その支払いを要しません。 

 なお、直収パケット接続サービス制御装置連携機能を利用する場合であって、協

定事業者（ＭＶＮＯサービスを提供する者に限ります。）自らが電気通信番号を取

得する場合については、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、協定事業者が支払いを要する電話リレーサービス料の料

金額は、特定携帯電話サービス契約約款又はＬＰＷＡ契約約款に規定する電話リレ

ーサービス料に相当する額とします。 

３ 協定事業者は、その暦月の末日において、第１項に係る機能の提供を受けてい

る場合、第２項に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。 

 

（略） 

 

（定額制の網使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の計算方

法） 

第 69 条の２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、定額制の網使用料、ユ

ニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は暦月に従って計算します。 

 

２ 当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者は、別表１（接続により提供する機能）

に規定するＬＴＥ直収パケット接続機能、ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷ

Ａ）、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ直収

パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、又は５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）に係る定額制の網使

用料ついて、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義務）第３項及び第４項の規

定に該当するときには、定額制の網使用料について、その利用した暦日数に応じて

日割りを行います。この場合において、第 65 条の２（定額制の網使用料の支払義

務）第４項に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時

間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 

 

（略） 

 

（料金等の支払い） 

第 71 条 協定事業者は、料金等（接続料金、工事費、手続費、割増金、預託金、延

滞利息、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ａｕＩＣカードの貸与

に係る費用、ｅＳＩＭサービスの利用に係る費用、業務支援システムの利用に係る

費用又は業務支援端末の貸与に係る費用をいいます。以下同じとします｡）につい

て、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者が定める期日までに、当社が指定する

金融機関等において支払うことを要します。 
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２ 料金等の請求又は支払方法については、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業

者が協定事業者と協議の上定める料金事務処理確認事項又は個別建設契約、接続用

ソフトウェア開発契約若しくはその他の工事に係わる契約に規定します。 

 

（略） 

 

附則（令和８年２月 20 日 K 相接 S 0072 及びＯＣＴ技第 25-175 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和８年３月１日から実施します。 

 

２ 料金等の請求又は支払方法については、当社若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業

者が協定事業者と協議の上定める料金事務処理確認事項又は個別建設契約、接続用

ソフトウェア開発契約若しくはその他の工事に係わる契約に規定します。 

 

（略） 

 

  




